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入札のお知らせ

次のとおり公募型指名競争入札を実施しますので、入札参加希望者を公募します。

令和８年１月２２日

秋田市長 沼 谷 純

１ 入札に関する事項

(1)契約番号・件名 河サ第１号

秋田市河辺岩見温泉交流センター建築物環境衛生管理業務委託

(2)仕 様 書 別紙「仕様書」のとおり

(3)履 行 場 所 秋田市河辺三内字外川原１０１番地１

(4)履 行 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

(5)入札参加要件 １ 本市の庁舎清掃業者等登録名簿（名簿の有効期限：令和８年９

月３０日まで）のうち、次の登録業種のすべてに登録があるこ

と。

(5) 建築物飲料水貯水槽清掃業

(7) 建築物ねずみ昆虫等防除業

(8) 建築物環境衛生総合管理業

２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

３ 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。

(6)入札参加申込み・閲覧

受付・閲覧 令和８年１月２２日(木)から平成８年１月３０日(金)まで

期 間 （※土曜、日曜日を除く、午前９時から午後５時まで）

受付・閲覧 秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２

場 所 秋田市河辺市民サービスセンター 総務担当

(7)入札参加連絡 令和８年２月１２日(木)までに通知

(8)入 札

日 時 令和８年２月１８日(水) 午前１０時００分

場 所 秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２

秋田市河辺市民サービスセンター ３階ＳＣ会議室

入札保証金 入札金額（入札書に記載予定の金額に消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額）の 100 分の５以上（１円未満切捨て）

ただし、秋田市財務規則（平成９年秋田市規則第 37 号）第 109 条第

１項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は免除

(9)契 約 日 令和８年２月２４日(火）まで
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２ 注意事項

(1) 入札参加申込みについて

ア 入札参加希望者は、次に掲げる書類（以下「申込書等」といいます。）を提出し、

入札参加資格の審査を受けなければなりません。

（ｱ）公募型指名競争入札参加申込書（様式１）

（ｲ）申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付いたしません。

なお、（ｱ）の様式は、秋田市ホームページから入手してください。

(2) 指名および非指名通知について

ア 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている方に指名通知をします。

イ 提出された申込書等の審査結果により、指名されない場合があります。その方に

は非指名通知により、その旨を通知します。

ウ 指名通知および非指名通知は、ＦＡＸで行います｡

(3) 入札について

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参加してください。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨てた額）を落札価格としますので、消費税および地方消費税に係る課税・

免税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載してください。

ウ 予定価格の１０分の６以上の範囲内で最低制限価格を設定します。最低制限価格

より低い入札をした者については、落札者としないものとし、予定価格の制限の範

囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格を

もって入札した者を落札者とします。

エ 入札執行回数は２回を限度とします。なお、最低制限価格に満たない価格で入札

した者も参加できるものとします。

オ 代表者が、入札行為の権限を代理人へ委任する場合は、入札時に委任状を提出し

てください。なお、入札書には、代理人の印を押印してください。

カ 落札者（契約者）は、秋田市財務規則第１３０条の規定に基づき、当該契約の履

行を保証する「保証人」が契約締結時に必要となる場合があります。

３ その他

(1) 申込書等の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とします。

(2) 提出された申込書等は、返却しません。

(3) 問い合わせ先

業務内容に関すること

秋田市河辺市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当

（電話）０１８－８８２－５１６１

入札に関すること

秋田市河辺市民サービスセンター総務担当

（電話）０１８－８８２－５２２１


